
 

氷見市定住促進賃貸住宅家賃補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、氷見市補助金等交付規則（昭和４４年氷見市規則第１２号）

第２２条の規定に基づき、氷見市定住促進賃貸住宅家賃補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

 (1) 家 賃  支払う賃料の内、駐車料・共益費・管理費・町内会費などの 

経費を除いたもの 

 (2) 転 入 日  氷見市に住民登録を行った日 

(3) 子育て世帯  高校３年生相当年齢（１８歳に達した日以後の最初の３月３

１日まで）以下の世帯員が１人以上いる世帯 

(4) 新 婚 世 帯  婚姻をした日から１年を経過していない夫婦がいる世帯 

(5) 医療介護保育人材  看護師、介護職又は保育士として、市内の事業所に従事する

者及び従事することが決まっている者 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、市外から転入する者の居住を支援し、もって定住人口の増加を図

るため、氷見市内において自らの居住に供するために賃貸住宅を借り上げて家賃

を支払う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。 

 （補助金の交付を受けることができる者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に居住している者であって

次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 空き家を含む、民間賃貸住宅を借り上げて家賃を支払う者  

(2) 当該民間賃貸住宅の賃貸借契約に係る家賃の滞納をしていない者 



 

(3) 転入日直前１年間に市内に居住していなかった者 

(4) 次のいずれかの要件に該当する者 

 ア 転入日又は申請日において、子育て世帯に属する者 

 イ 転入日又は申請日において、新婚世帯に属する者 

 ウ 転入日において、年齢が３０歳に満たない者 

 エ 申請日において、医療介護保育人材に属する者 

(5) 同一の世帯を構成する世帯員が市税を滞納していないこと。  

(6) 同一の世帯を構成する世帯員が地域おこし協力隊に属する者でない者  

(7) 入居する賃貸住宅は主に世帯の居住を目的としたものであり、かつ、転貸し

又は当該賃貸住宅の使用権を他者へ譲渡していない者とする。ただし、貸主の

許可を得て小規模な事業を営むことを妨げない。 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）でない者 

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団（以下、「暴力団」という。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有しない者 

(10) 生活保護を受給していない者 

(11) 市長が補助金の交付をすることが不適当であると認めた者ではない者 

 （補助金の金額及び交付対象期間） 

第５条 補助金の金額は、１月当りの家賃から住宅手当その他家賃に係る助成金等

の額を減じて得た額（１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）と２万円のいずれか低い額とする。 

２ 補助金の交付対象期間は、転入日の属する月又はその翌月から起算して２年間

とする。  

 （交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、補



 

助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付対象年

度ごとに、その当該年度内（年度の途中で補助対象期間が終了する場合において

は、補助対象期間の終了日まで。）に市長に提出するものとする。  

(1) 当該賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し 

(2) 住宅手当額等を証明する書類（助成金等がない場合も含む。） 

(3) 個人情報の取扱いに関する同意書 

 (4) 氷見市定住促進賃貸住宅家賃補助金申請に関する誓約書 

(5) その他市長が必要と認める書類  

 （交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適

当と認めたときは補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書（様式第２号）

により当該申請者に通知するものとする。 

（変更の承認） 

第８条 交付決定の通知を受けた補助申請者（以下「補助決定者」という。）は、

転居等の理由により補助金の申請内容に変更があったときは、補助金変更交付申

請書（様式第３号）に関係書類を添付して、速やかに市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金

変更交付決定通知書（様式第４号）により当該補助決定者に通知するものとする。 

（実績報告）  

第９条 補助決定者は、補助事業を完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認

を受けたときを含む。）は、補助金実績報告書（様式第５号）に、交付対象年度

内における家賃の支払いを証する書類を添えて、補助事業の完了の日から起算し

て２月以内又は交付対象年度の３月３１日（その日が氷見市の休日を定める条例

（平成元年氷見市条例第３号）第１条に規定する市の休日の当たるときは、市の

休日の前日）のいずれか早い期日までに、市長に提出しなければならない。  



 

（補助金の額の確定等）  

第１０条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類を審査し、適当

と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書（様

式第６号）により、補助決定者に補助金を交付するものとする。  

（交付資格の喪失）  

第１１条 市長は、補助決定者が賃貸住宅を退去し、若しくは賃貸借契約を解除し

たとき、又は第４条第５号から第９号に該当することになったときには、その月

分以降の補助金は交付しないものとする。 

（補助金の返還）  

第１２条 補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、交

付を受けた補助金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある

と認めたときは、全部又は一部の返還を免除することができる。  

 (1) 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付を受けた者が、転入日から３年以内に転出したとき。 

   

 （細則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、同日以後に賃貸借契約が開始さ

れたものについて適用する。 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに

賃貸借契約が開始されたものについては、同日以後もなおその効力を有する。  

３ 平成３０年３月３１日以前に賃貸借を開始した場合は従前のとおりとする。  

４ 平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日までに賃貸借を開始した場合の

１月あたりの補助金の金額は、改正後の規定にかかわらず、次の表のとおりとす



 

る。  

要件① 

子育て世帯である者 ２万円 

要件② 次のいずれかに該当する場合 

申請者が２０歳以上で３０歳に満たない者 

１万円 転入前より氷見市内において就業している者 

医療介護人材である者 

要件③ 

氷見市空き家情報バンクの物件を賃貸し、家賃を支払う者 ２万円 

要件①、②、③の合計額を補助金の金額とする。ただし、補助金の金額は４万円

を上限とする。 

５ 平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日までに賃貸借を開始した場合

の１月あたりの補助金の金額は、改正後の規定にかかわらず、次の表のとおりと

する。  

要件① 

子育て世帯である者 ２万円 

要件② 次のいずれかに該当する場合 

申請者が２０歳以上で３０歳に満たない者 

１万円 転入前より氷見市内において就業している者 

医療介護人材である者 

 要件①、②の合計額を補助金の金額とする。 

 

   附 則  

 この要綱は、平成２９年８月１日より施行し、同日以後に賃貸借が開始された

ものについて適用する。  

 附 則  

 この要綱は、平成３０年２月１日から施行する。  



 

   附 則  

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

 


